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部落差別のいま
～「同和」地区問い合わせ事象を中心に～

宅建業者が留意すべき事項

加古川支部研修会
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原戸籍や除票まで請求されており、身元調査のために取得された可能性は高い。
この行政書士は9月14日に略式起訴処分を受けているが、2016年頃から1通２～4万円の
手数料で全国の探偵社などに不正取得した情報を提供し、計3500通、約9000万円の報酬
を得ていた。 （加古川市：戸籍４、住民票２）
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現代の部落差別の特徴

部落差別は本来、封建時代の被差別身分に「系譜的」なつながりがある

「人」に対する差別だが、同時に「属地的」性質も持つ。

かつ、今日では「属地(土地)」に依拠して部落出身者かどうか判定される。

1968年：壬申戸籍の閲覧禁止

1976年：戸籍の閲覧制度廃止

部落解放運動のとりくみや人権擁護施策の進展によって戸籍による
系譜的な身元調査が簡単にできなくなった。

社会の近代化・都市化と共に、部落差別は「差別する側」の論理によって
変容し、現代社会の「部落差別」が生まれている。
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土地が「目印」になるのが、現代の部落差別の大きな特徴。

「みなし」「みなされる」差別

大阪府「同和問題の解決に向けた実態等調査」（2000年）

「あなたは部落出身ですか？」という質問。

「いいえ」「わからない」と回答した人の４割が

「部落差別を受けた経験がありますか」という質問に「はい」と回答。

つまり、自分は部落出身だと思っていないのに部落差別を受けた

経験があるという人がいる。それはなぜか？

部落差別は本人の思い（自認）に関わらず、差別する側が「部落だ」

と思ったら、差別の対象にされてしまうから。

属地的判定の広がりは「土地」を回避する意識と繋がっている。

「そこに住めば、自分も出身者だと思われるかもしれない」という不安が
部落の土地を忌避する意識を強化し、不動産市場に影響を与えている。
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宝塚市「人権問題に関する市民意識調査報告書」（2016）

「同和地区内の物件は避けたほうがいい」42.0％

「同和地区は治安が悪い」30.5％
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姫路市「人権についての市民意識調査報告書」（2022）



宅建協会及び全日本不動産協会と連携して行った人権に関する実態調査

「物件が同和地区のものかどうか」
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本格的なインターネット時代の到来と
差別事件の悪化（公然化、悪質化、扇動化）



第一条 （目的）

この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に

伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての

国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落

差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要

な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並

びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充

実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落

差別のない社会を実現することを目的とする。
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部落差別解消推進法（2016年）の施行



10



11
法務省によると、法務局が
昨年に扱ったネット上の人
権侵害事案は1721件で、
5年前より約２割減少。

しかし、被差別部落など特
定の地区を示す事案に限る
と、過去10年で最多の414
件で約10倍となっている。

読売新聞 2023年９月４日
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朝日新聞 2023年11月6日
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解放新聞
2022年4月15日

奈良県調査では…

問い合わせを差別だと認識できていない業者が
少なからず存在する。
６割弱が問い合わせに「ありのまま答える」と
回答。

Q、どんな場合であっても教えてはいけない

「思わない・あまり思わない」４割強

人権研修への参加や社内研修の実施の徹底、
「回答しなくても宅建業法47条に抵触しない」
との国土交通相答弁（2010年５月）の周知徹底
を求めた。
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【宅建業法47条1号】
宅建業者が、業務に関し、故意に重要な事項を告げず、不実の事項を
告げることを禁止し、違反したときは業務停止処分の対象に止まらず、
３年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれ
を併科される。

≪衆議院ホームページ国土交通委員会の会議録議事情報≫
「第174回 2010年（平成22年）5月18日第20号」掲載の国土交通大臣答弁から抜粋

「取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなければ宅建業法第47条

に抵触するかとの問い合わせがあるかどうかということも聞いております。

これは、答えを言いますと、抵触するかというのは、抵触しないわけです。そんなことは

答えなくていいというのが宅建業法の47条であります・・・・」



大阪府「部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」
（1985年3月27日）

（目的）

同和地区に居住していること又は
居住していたことを理由になされる
結婚差別、就職差別等の差別事象
を引き起こすおそれのある個人及び
土地に関する事項の調査、報告等
の行為の規制等に関し必要な事項
を定めることにより、部落差別事象
の発生を防止し、もって府民の基本
的人権の擁護に資することを目的
とする。

（2011年）
「土地調査等を行う者」に対して
「調査又は報告の対象となる土地及
び周辺の地域に同和地区があるかな
いかについて調査し、または報告し
ないこと」などが追加された。
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兵庫県

姫路市
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Ｑ１.この地区は同和地区（又は校区）か？

どうして同和地区かどうかをお知りになりたいのでしょうか？
私たち宅地建物取引業者は、同和地区かどうかといった問い合わせに
ついて、お答えすることはいたしません。
また、宅地建物取引業法上も答える必要はありません。
私たちは憲法で保障された居住の自由に関わる仕事をしています。
同和問題の解決は、私たち一人ひとりが自らの課題として取り組まな
ければなりません。
同和地区であるかどうかを調査することは差別につながる恐れがあり、
同和地区（又は校区）であるのなら宅地建物を購入しない、入居しない
とすることは、そこに住む方々に対する差別行為に当たります。

お客さんからの問い合わせに対する答えの例（京都府HPから抜粋）



19

Ｑ２.同和地区だから契約の申込みを撤回したい（契約を解除したい）

同和問題は憲法で保障されている基本的人権に関わる重大な問題であり、
私たち一人ひとりが協力して解決していかなければならない問題です。
同和地区又は同じ校区であるという理由で、宅地建物を購入しない、入居
しないということは、そこに住む方々に対する差別行為に当たります。

Ｑ３.｢なぜ、この地区が同和地区(又は校区)で
あることを教えてくれなかったのか」

同和地区又は同じ校区なら購入しない、入居しないというのは、そこに
住む方々に対する差別行為に当たります。
私たち宅地建物取引業者は、憲法で保障された居住の自由に関わる仕事を
しており、同和地区かどうかといった差別につながる恐れのある問い合わ
せにはお答えすることはいたしません。
また、宅地建物取引業法上も答える必要はありません。

お客さんからの問い合わせに対する答えの例（京都府HPから抜粋）



不動産も、需要と供給の関係において価格が形成される。
忌避意識は、部落（同和地区）の土地に対する市場の需要を抑えこみ、結果として
「同和」地区の土地価格を相対的に引き下げる。これが土地差別の問題点。

部落差別は個人の心理的な問題にとどまらず、社会システムに組み込まれている。

「同和地区内の物件と同和地区外の
物件で実勢価格の差はあるか？」
との質問。

「差はある」27.3％

「差はない」14.1％

宅建業者に対するアンケート調査（2017年／三重県）
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Ｑ４. ｢この物件は同和地区にあるから安いのか?」

物件の値段は、主にその物件の土地の価値や建設などにかかった
コストによって決まります。
土地の価値を決定しているものには、公示価格や交通の利便性など
様々な要因があります。
｢同和地区にある物件だから安くなる」という考えは、同和問題を
正しく理解されていないことであり、偏見のあらわれであるといえ
ます。
ご自身が妥当な価格だと思われたのであれば、それが正当な価格で
はないでしょうか。

お客さんからの問い合わせに対する答えの例（京都府HPから抜粋）
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23 （１）私自身の体験から…
・引っ越しに際して
・結婚差別の相談
・顧客にも、同僚にも、かならず当事者性を持つ人がいるという意識。

（２）土地差別問題の解決を
・ ｢人｣に対する差別には敏感だが｢土地｣への差別には感度が鈍る。

対人的な場面では自分の態度を直接表明することになるが、土地の問題は部落

差別が市場（マーケット）の中に組み込まれた結果であり、自分の意識や態度
のありようを変えるだけでは解決しない。

しかし…

みなさん、一人ひとりがその「忌避意識・差別構造」を切り崩す主体で
あるということを考えていただきたい。

さいごに－部落出身者としての思い


